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当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について 

 

2023 年６月 29日開催の当社第102回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき継

続いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「現プラン」といいます。）

の有効期限は、2026 年６月 30 日までに開催予定の第 105 回定時株主総会（以下「本株主総会」

といいます。）終結の時までとなっております。当社では、現プラン継続後も当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、その在り方について引き

続き検討してまいりました。 

その結果、本日開催されました当社取締役会には独立社外取締役２名を含む当社取締役５名全

員が出席し、会社法施行規則第 118 条第３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を

支配する者の在り方に関する基本方針」（以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）に

照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランを継続（以下

継続後の対応策を「本プラン」といいます。）することを、独立社外取締役２名を含む取締役全員

の一致により決定しましたのでお知らせいたします。 

本プランへの継続につきましては、当社監査役３名（うち２名は独立社外監査役）はいずれも、

本プランの具体的運用が適正に行われることを前提として、本プランへの継続に異議は述べられ

ておりません。 

 

なお、本プランの継続にあたり、現プランについて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の確保・向上の観点から、 特定株主グループの範囲の見直し、情報提供期間の延長に関する規律

の導入、共同協調行為等の認定基準の明確化、対抗措置発動条件の見直しのほか、一部語句の修

正・整理等を行っておりますが、基本的なスキームに変更はございません。 

  

会 社 名 株 式 会 社 中 村 屋 

代表者名 代表取締役社長 島田 裕之 

（コード番号 ：2204 東証スタンダード） 

問 合 せ 先 
取締役兼執行役員  

経営推進部部門統括 弘中 雅裕 

（TEL． 03－5325－2733） 
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１．当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の継続目的 

（１）当社における企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取組み 

ア．中期経営計画 

当社は、2023 年に策定した「中期経営計画－中村屋 2027 ビジョン－」で掲げた戦略に基

づき、経営目標達成に向けた取組みを進めております。 

具体的には、中華まんビジネスでは、中華まんが年間を通じて「手軽に食べられる食」と

して定着するための取組みを続けるとともに、発酵・包餡技術を活かした新商品を開発・発

売しております。食品ビジネスにおいては、事業拡大に向けた営業戦略の見直しや新定番と

なるレトルト食品の創出に努めるとともに、調理技術の効果的な活用と原材料高騰への対応

を目的とした規格の見直しを行っております。菓子ビジネスにおいては、日常使いの‘デイ

リー菓子’定着に向けてラインナップの充実を進めるとともに、利益改善のための商品政策

の見直しや物流・営業体制の効率化に取り組んでおります。 

また、「ものづくり」に関する技能伝承のためのマイスター制度や社内コミュニケーション

の促進によってエンゲージメントを高め、人的資本の最大化を図り、戦略を着実に実行して

おります。さらに、食の安全・安心を確保するための品質保証体制の強化を進めております。

以上の取組みを通じて利益体質のビジネスモデルに変革させ、企業としての価値向上および

財務的な体力の強化を実現しております。 

 

イ．企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のための不可欠な仕組み 

当社では、コーポレートガバナンス体制として、監査役会設置会社制度を採用し、経営の

監査機能を果たしております。また、2016 年６月より社外取締役を２名体制とし、取締役会

の助言・監督機能の強化を図っております。 

取締役会では、経営戦略および重要な業務執行に関する決定を行うとともに、代表取締役

社長ならびに常勤取締役の業務執行に関する監督を行っております。また、迅速かつ適正な

業務執行を行うことを目的として執行役員制度を導入し、権限委譲による業務執行機能のス

ピードアップと情報の共有化を図るため、執行役員会を設置しております。さらに、常勤取

締役で構成する経営会議を開催し、経営の重要案件について審議しております。 

当社は、このような業務執行機能の強化と経営監視機能の充実を図り、株主をはじめとし

て、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任を踏まえ、企業と

して持続的成長と企業価値の向上を目指すために、コーポレートガバナンスの基本的な考え

であります「透明性のある経営」「適法・公正な経営」および「効率的な経営」の実現に努め

ております。 

また、非連結会社に移行したことに伴い、2019 年４月に当社取締役会において、「内部統

制システム構築の基本方針」の内容の改定を決議しました。整備状況の具体的内容につきま

しては、職務の執行が適正に行われるために、コンプライアンスに重点を置いた「中村屋行

動規範」を制定し、全役職員に周知徹底しております。また、適法・公正な経営を行うこと

を目的としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、各個別法に対応した規程・マ

ニュアルを整備するとともに、階層別にコンプライアンス研修を継続的に実施しております。
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さらに、内部通報制度として「ヘルプライン制度」を運用し、内部統制システムの強化を図

っております。 

財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制シ

ステムを構築し、その運用状況の有効性を評価し、コンプライアンス・リスク管理委員会へ

報告しております。また、内部監査室を設置し、コンプライアンスへの適合性を検証してお

ります。さらに、監査役と会計監査人および内部監査人が意見交換し、連携した監査体制を

構築しております。 

以上、当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるべく、役員・社員一丸となって取り組

んでおります。 

 

（２）当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の継続の必要性 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取

引が認められているものであり、当社の株式に対する大規模な買付行為や買付提案がなされた

場合においても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限

り、これを一概に否定するものではありません。 

一方で、当社は、2021 年 12 月の創業 120 年を機に理念体系を刷新し、新たな経営理念とし

て「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」を掲げました。当社は、創意工夫と挑戦を通

じて暮らしに溶け込む食を提案するとともに、長年培った新宿中村屋ブランドの価値向上を最

優先に努めています。加えて、環境への配慮およびステークホルダーとの信頼関係の構築に努

めることにより、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。 

しかしながら、わが国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、そ

の目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主

の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が買

付けの条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案しまたは買付者の提

示した条件よりも有利な条件をもたらすために必要かつ十分な時間や情報を買付者が提供し

ないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社は、前記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大

規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でな

いと考えております。 

当社取締役会は、このような考え方に立ち、当社株式に対して大規模な買付行為が行われた

場合に、株主の皆様がこれに応じるべきか否かについて適切な判断をするために必要な情報や

時間が確保され、当社取締役会と買付者等との間の交渉等が一定の合理的なルールに従って行

われることが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規

模な買付行為が行われる場合における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以

下「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適

切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針として、本株主総会における株主

の皆様のご承認を条件に、本プランとして継続することとしました。 
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本プランの概要につきましては、別紙２をご参照ください。 

なお、2026 年３月 31 日現在の当社株式の状況は、別紙１のとおりですが、本日現在、当社

株式の大規模な買付行為等の具体的提案はなされておりません。 

 

２．本プランの対象となる当社株式の買付け 

本プランの対象となる当社株式の買付けとは、特定株主グループ(注１)の議決権割合（注２）

を 20％以上とすることを目的とする当社株券等(注３)の買付けその他の取得行為、もしくは、

結果として特定株主グループの議決権割合が 20％以上となる当社株券等の買付けその他の取

得行為、またはこれらに類似する行為（注４）（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同

意したものを除き、また、市場取引、公開買付等の具体的な方法の如何を問いません。以下、

かかる行為を「大規模買付行為」といい、かかる行為を自ら単独でまたは他の者と共同ないし

協調して行うまたは行おうとする者を「大規模買付者」といいます。）とします。 

注１：特定株主グループとは、 

(ⅰ) 当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第

27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者

（同法第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づく共同保有者とみなされる

者を含みます。以下同じとします。）、 

(ⅱ) 当社の株券等（同法第 27 条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第 27 条の    

２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者お

よびその特別関係者（同法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。）、 

(iii)上記(i)または(ii)の者の関係者（(ｱ)これらの者との間にファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資

銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、(ｲ)これらの者の公開買付代理人、

弁護士、会計士その他のアドバイザーまたは(ｳ)これらの者が実質的に支配しもしくはこれらの者と共同ないし協調して行

動する者として当社取締役会が合理的に認めた者（なお、(ｳ)に該当するか否かの判定は、注4所定の関係の樹立を判定す

る基準を準用するものとします。）を併せたグループをいいます。）並びに、 

(iv)上記(i)乃至本(iv)に該当する者から市場外の相対取引または東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-1）により当

社の株券等を譲り受けた者を意味します。以下同じとします。 

注２：議決権割合とは、 

(ⅰ) 特定株主グループが、注１の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第 27

条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者並

びに注１の（ⅲ）および（ⅳ）記載の者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。

以下同じとします。）も加算するものとします。）または、 

(ⅱ) 特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者並びに注１の

（ⅲ）および（ⅳ）記載の者の株券等保有割合（同法第 27 条の２第８項に規定する株券等所有割合をい

います。）の合計をいいます。各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第 27 条の２第８項

に規定するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第 27 条の 23 第４項に規定するものをいい

ます。）は、有価証券報告書、半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参

照することができるものとします。以下同じとします。 
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注３：株券等とは、 

金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等または同法第 27 条の２第１項に規定する株券

等のいずれかに該当するものを意味します。以下同じとします。 

注４：株券等の買付けまたは取得行為の実施の有無にかかわらず、(ⅰ)特定株主グループが、当社の他の株

主（複数である場合を含みます。以下、本注４において同じとします。）との間で行う行為であり、かつ、

当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意

その他の行為、または当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しも

しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(*１)を樹立するあらゆる行為(*２)であって、(ⅱ)

当社が発行者である株券等につき当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が 20％以上

となるような行為を含むものとします。 

*１：「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者

が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取

引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買い上がりの状況、当社

株券等に係る議決権行使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等

の形成や、当該特定株主グループおよび当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎と

して共同協調行為等の認定基準（別紙３。但し、独立委員会は、法令等の改正または裁判例の動向等に照

らして、合理的範囲内で当該基準を改定できるものとします。）に基づいて行うものとします。 

*２：本注４所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重して合理

的に判断するものとします。なお、当社取締役会は、本注４所定の要件に該当するか否かの判定に必要と

される範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 

 

３．大規模買付ルールの概要 

（１）大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付

行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む

以下の内容等を日本語で記載した意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）を、当社の定

める書式により当社取締役会に提出していただきます。 

ア 大規模買付者の氏名または名称、および住所または所在地 

イ 大規模買付者の設立準拠法 

ウ 大規模買付者の代表者の役職および氏名 

エ 大規模買付者の国内連絡先 

オ 大規模買付者の会社等の目的および事業の内容 

カ 大規模買付者の直接・間接の大株主または大口出資者（持株割合または出資割合上位 10

名）および実質株主（出資者）の概要 

キ 大規模買付者が現に保有する当社株券等の数および意向表明書提出前 60 日間における

大規模買付者の当社株券等の取引状況 

ク 大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要（大規模買付者が大規模買付行為により

取得を予定する当社株券等の種類および数、ならびに大規模買付行為の目的（支配権取
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得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為後の当社株券等の第三

者への譲渡等、または重要提案行為等（注５）その他の目的がある場合には、その旨お

よび内容。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）を含みま

す。） 

ケ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約 

 

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨および必

要に応じ、その内容について公表します。 

 

注５：重要提案行為等とは、 

金融商品取引法第 27 条の 26 第１項、金融商品取引法施行令第 14 条の８の２第１項および株券等の大量保

有の状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定される重要提案行為等をいいます。 

 

（２）大規模買付者からの必要情報の提供 

当社取締役会は、上記（１）ア～ケまでの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日

から起算して 10 営業日以内に、大規模買付者に対し、大規模買付行為に対する株主および投

資家の皆様のご判断ならびに当社取締役会および独立委員会の評価・検討のために必要な大規

模買付者および大規模買付行為に関する情報（以下「必要情報」といいます。）について記載し

た書面を交付し、大規模買付者には、当該書面の記載に従い、必要情報を日本語で記載した書

面を当社取締役会に提出していただきます。 

必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性およ

び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断および当

社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。 

ア 大規模買付者および特定株主グループ（共同保有者、特別関係者および組合員（ファン

ドの場合）その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、住所、事業内容、国内連絡先、

経歴または沿革、資本構成、財務内容、役員の氏名および職歴、当社の事業と同種の事

業についての経験等に関する情報を含みます。特定株主グループに含まれる者が自然人

である場合は、主たる職歴（勤務または職務に従事した法人またはその他の団体の主た

る業務および住所、各職務の始期および終期を含みます。）、年齢および国籍を含みます。） 

イ 特定株主グループに含まれる者それぞれが保有する当社の全ての株券等、過去 180 日間

において特定株主グループに含まれる者それぞれが行った当社株券等に係る全ての取

引（取引の性質、価格、取引の場所および方法、取引の相手方を含みます。）、および当

社株券等に関してそれぞれが締結した全ての契約、取決めおよび合意（口頭によるもの

を含み、または履行可能性の有無を問いません。）の内容 

ウ 大規模買付行為の目的（意向表明書において記載いただいたものの詳細）、方法および内

容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組

み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為および関連する取引の実現可能性

等を含みます。） 
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エ 当社株券等を取得した後、第三者に譲渡すること等を目的とする場合は、当該第三者の

概要（上記アに準じた内容）および特定株主グループとの関係、ならびに当該第三者が

当社株券等を譲り受ける目的および譲受け後における下記キおよびクに相当する事項 

オ 大規模買付行為の買付対価の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用い

た数値情報および大規模買付行為にかかる一連の取引により生じることが予想される

シナジーの額とその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額と算

定根拠等を含みます。） 

カ 大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

キ 大規模買付行為の完了後に想定している当社の役員構成（候補者の氏名および略歴、就

任に関する候補者の内諾の有無ならびに当社と同種の事業についての経験等に関する

情報を含みます。）、当社の経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産

活用策等 

ク 大規模買付行為の完了後における当社の顧客、取引先、従業員、地域関係者等のステー

クホルダーと当社との関係に関しての変更の有無およびその内容 

ケ 大規模買付行為完了後の当社の事業運営等において必要な許認可の維持の可能性およ

び各種法令等の規制遵守の可能性 

コ 大規模買付行為に関し適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他の法令

等に基づく承認または許認可等の取得の可能性 

サ 反社会的組織ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを

問いません。）および関連性が存在する場合にはその内容 

シ 大規模買付行為のために投下した資本の回収方針 

 

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買

付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理

由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。 

なお、前記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会および独立委員会が精

査した結果、当該必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でな

いと考えられる場合には、当社取締役会および独立委員会は、大規模買付者に対して、適宜合

理的な期限（最初に必要情報を受領した日から起算して 60日を上限とします。以下「情報提供

期間」といいます。）を定めた上で、必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあ

ります。なお、当社取締役会が追加的に情報提供を求める場合には、当社取締役会は独立委員

会に諮問し、その勧告を最大限尊重するものとします。ただし、大規模買付行為の情報の具体

的な内容は大規模買付行為の内容および規模によって異なることもあり得るため、当社取締役

会は、大規模買付行為の内容および規模並びに大規模買付行為の情報の具体的な提供状況を考

慮して、情報提供期間満了時までに提供された情報が株主の皆様による適切な判断並びに当社

取締役会および独立委員会による意見形成および代替案立案のために不十分と認められる場

合には、独立委員会の勧告に基づき、情報提供期間を最長 30 日間延長することができるもの
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とします。これらの場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重して判断するもの

とします。 

当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要情報の全てが大規模買付者か

ら提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送し、その旨を公表しま

す。 

また、当社取締役会が必要情報の追加の提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から

当該必要情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が

求める必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、後記

（３）の当社取締役会による評価・検討を開始する場合があります。 

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに株主の皆様の判断の

ために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部ま

たは一部を公表します。 

 

（３）当社取締役会による評価・検討等 

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に

対し必要情報の提供を完了した日または情報提供期間満了日の何れか早い日の翌日後、大規模

買付行為が対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けである場合は

最長 60 日間、それ以外の大規模買付行為の場合は最長 90 日間を当社取締役会による評価、検

討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とし

て設定します。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（フ

ァイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の

助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限

尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応

じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会と

して株主の皆様へ代替案を提示することもあります。なお、独立委員会が、取締役会評価期間

内に対抗措置をとるか否かの勧告を行うに至らないこと等の理由により、取締役会評価期間が

満了する時点においても、当社取締役会が、大規模買付行為の内容についての最終的な意見形

成等（対抗措置をとるか否かの決議も含みます。）に至らない場合には、当社取締役会は、独立

委員会への諮問を行い、独立委員会は、当社取締役会に対し取締役会評価期間を最大 30 日間

延長することを勧告できるものとし、その場合、当社取締役会は、原則としてその勧告に従い

取締役会評価期間を最大 30 日間延長することができるものとします。独立委員会への当該諮

問を行った場合は諮問した旨を、当該期間の延長の決定が行われた場合には具体的な延長期間

および延長の理由を、当該時点において適時・適切に公表いたします。 

 

（４）独立委員会への諮問 

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、

当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであること
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を理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、

本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その

判断の客観性・合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程（概要につきまして

は、別紙４をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名

以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる社外取締役、社外監査役または社外有識者（注６）のいずれかに該当する者の中から選任

します。本プラン継続後の独立委員会委員の氏名、略歴は別紙５に記載のとおりです。 

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非につい

て諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買

付行為について慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に対し対抗措置を発動することができ

る状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告

を最大限尊重した上で対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容

については、その概要を適宜公表することとします。 

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされ

ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である

外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家）等の助言を得ることができるものとします。 

注６：社外有識者とは、 

実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準ずる者をいいます。 

 

（５）大規模買付行為が実施された場合の対抗措置等 

ア. 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的と

して、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を

講じることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。 

なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事

情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出されないことのみをも

って大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。 

イ. 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模

買付行為に反対であったとしても、当該大規模買付行為についての反対意見を表明したり、

代替案を提示する等、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対す

る対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、

当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご

判断いただくことになります。 

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例

えば以下の（ア）から（キ）のいずれかに該当し、結果として当社に回復し難い損害をもた
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らす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する

場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを

目的として必要かつ相当な範囲内で、前記（５）ア.で述べた対抗措置の発動を決定すること

ができるものとします。 

（ア）真に当社の経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で

当社の関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っていると判断される場

合（いわゆるグリーンメーラーである場合） 

（イ）当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営に必要な知的財産権、ノウハウ、企業

秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる等、

いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株券等の買収を行っていると判断される場合 

（ウ）当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務

の担保や弁済原資として流用する予定で当社株券等の買収を行っていると判断され

る場合 

（エ）当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券、

高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あ

るいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜け

をする目的で当社株券等の買収を行っていると判断される場合 

（オ）大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初

の買付けで当社株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を株

主にとって不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等による株券等の買

付けを行うことをいいます。）等、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実

上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要する恐れがあると判断される場合 

（カ）大規模買付者による支配権獲得により、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者

との関係が悪化すること等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し

く損なうと判断される場合または当該利益の確保および向上を著しく妨げるおそれ

があると合理的な根拠をもって判断される場合 

（キ）大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価

値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値

と比べて明らかに劣後するため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀

損すると判断される場合 

 

ウ．対抗措置の発動または不発動等の判断に関する手続 

当社取締役会は、前記（５）ア．またはイ．において対抗措置の発動の是非について判断

を行う場合は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討

した上で対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものと

します。 

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も適切と判断

したものを選択することとします。当社取締役会が具体的な対抗措置の一つとして、例えば
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新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は原則として別紙６に記載のとおりですが、実際

に新株予約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループ

に属さないことを新株予約権の行使条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使期

間およびその他の行使条件を設けることがあります。ただし、当社は、この場合において、

大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定しており

ません。 

また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、かつその必要

性・相当性について株主の意思を確認することが適切と判断し、発動の決議について株主総

会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否

を十分にご検討いただくための期間（以下「株主検討期間」といいます。）として最長 60 日

間の期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を実務上可能な限り開催することと

します。 

当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場合は、取締役会

評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。 

当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必

要情報に対する当社取締役会の意見、独立委員会の勧告、当社取締役会の代替案その他当社

取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知と

ともに送付し、適時・適切にその旨を開示します。 

株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、

当該株主総会の決議に従うものとします。具体的には、当該株主総会において対抗措置を発

動することを内容とする議案が否決された場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたし

ません。この場合、株主総会の終結の時をもって株主検討期間は終了することとします。 

他方、株主総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された場合には、

その終結後、速やかに、当社取締役会は対抗措置を発動するために必要となる決議を行いま

す。この場合、当該取締役会終結の時をもって株主検討期間は終了することとします。 

当該株主総会の結果は、決議後、適時・適切に開示します。 

 

エ．大規模買付行為待機期間 

株主検討期間を設けない場合は、取締役会評価期間終了までの期間を大規模買付行為待機

期間とします。株主検討期間を設ける場合は、株主検討期間終了までの期間を大規模買付行

為待機期間とします。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施で

きないものとします。 

したがって、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるもの

とします。 

 

オ．対抗措置発動の停止等について 

前記（５）ウ．に従って、当社取締役会または株主総会において、具体的な対抗措置を講

じることを決議した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合
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等、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を

最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行うものとします。 

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、当社取締役会において、無

償割当てが決議され、または無償割当てが行われた後においても、大規模買付者が大規模買

付行為の撤回または変更を行う等、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した

場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権の無償割当ての効力発生日

の前日までの間は、新株予約権無償割当ての中止、または新株予約権無償割当て後において

は、行使期間開始日の前日までの間は、当社による新株予約権の無償取得（当社が新株予約

権を無償で取得することにより、株主の皆様の新株予約権は消滅します。）の方法により対抗

措置の発動の停止を行うものとします。 

このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、法令および当社が上場する金融商品取

引所規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 

 

（６）本プランによる株主の皆様に与える影響等 

ア. 大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等 

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案

の提示を受ける機会を確保することを目的としております。これにより株主の皆様は、十分

な情報および提案のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をするこ

とが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につなが

るものと考えます。したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切な判断

を行う上での前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えておりま

す。 

なお、前記（５）において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか

否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におか

れましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 

イ. 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または大規模買付ルールが遵守

されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらす等、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て

等、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置を講じることがあり

ますが、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様（大規模買付者を含む特定株主グループを除

きます。）が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じること

は想定しておりません。 

当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合には、法令および当社が上場

する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。 
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対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権

の割当期日において株主名簿に記録されている株主の皆様には対価の払込み等を要するこ

となく、その保有する株式数に応じて新株予約権が割り当てられます。また、当社が当該新

株予約権の取得の手続をとることを決定した場合、株主の皆様（大規模買付者を含む特定株

主グループを除きます。）は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社によ

る新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の

手続は必要となりません。ただし、この場合、当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の

皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書

面のご提出を求めることがあります。 

なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大

規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、独立委員会の勧告を最大限尊重し

た上で、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当てを中止し、または

当社が当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これら

の場合には、当該新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）

に当社株式の１株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして売却等を行った株主ま

たは投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

大規模買付者を含む特定株主グループについては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵

守しなかった場合、または、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買

付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的

権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大

規模買付者が本プランに定める大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ

注意を喚起するものです。 

 

（７）本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止 

本プランは、本株主総会での決議をもって同日より発効することとし、有効期限は本株主総

会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結

の時までとします。 

ただし、本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株

主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プラン

を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利

益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあ

ります。このように、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行

った場合には、その内容を速やかに公表します。 

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商

品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である

場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益
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を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更

する場合があります。 

 

４．本プランの合理性について 

（１）買収への対応方針に関する指針等への適合性 

本プランは、経済産業省および法務省が 2005 年５月 27日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経済

産業省が 2023 年８月 31日に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利

益の確保に向けて―」の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原

則、透明性の原則）を充足しております。 

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が 2008 年６月 30日に発表した報告書「近時

の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および株式会社東京証券取引所が 2015 年６

月１日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」（2021 年６月 11 日最終改訂）の「原則

１-５いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。 

 

（２）企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上 

本プランは、前記１．（２）に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際

に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が

代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交

渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させるという目的をもって導入されるものです。 

 

（３）株主意思の尊重 

本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件としており、本株主総会におい

て本プランに関する株主の皆様の意思を問う予定であり、株主の皆様のご意向が反映されるこ

ととなっております。 

また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご

意向が反映されます。 

 

（４）独立性の高い社外者の判断の重視 

本プランにおける対抗措置の発動は、前記３．（５）に記載のとおり、当社の業務執行を行う

経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重

するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透

明な運用を担保するための手続も確保されております。 
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（５）デッドハンド型やスローハンド型の対応方針ではないこと 

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって

廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型の対応方針（取締役

会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない対応方針）ではありません。 

また、当社は取締役の任期を１年としているため、本プランは、スローハンド型の対応方針

（取締役の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応

方針）でもありません。 

なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件

の加重をしておりません。 

  

以 上 
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（別紙１） 

当社株式の状況（2026 年 3 月 31 日現在） 

 

１．発行可能株式総数  19,904,400 株 

 

２．発行済株式総数   5,976,205 株 

 

３．株主数       12,989 名 

 

４．大株主（上位 10 名） 

  

株    主    名 
当社への出資状況 

持株数（千

株） 
比率（％） 

中村屋取引先持株会 651 11.4 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 387 6.8 

株式会社みずほ銀行 279 4.9 

三井不動産株式会社 180 3.1 

株式会社ニップン 130 2.3 

株式会社日本カストディ銀行 128 2.2 

日東富士製粉株式会社 124 2.2 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 115 2.0 

中村屋従業員持株会 95 1.7 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 70 1.2 

   

（注）1.持株数は千株未満を四捨五入して表示しております。 

2.持株比率は、自己株式（株）を控除して計算しております。 

 

以 上 
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（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者 

大規模買付ルール 

取締役会から必要情報リストの提出 

（意向表明書受領日の翌日から10営業日以内） 

対抗措置不発動 

↓ 

株主の皆様のご判断 

取締役会評価期間 

最長 60 日又は最長 90 日 

（最大 30 日間延長可） 

株主総会による株主判断 

可決 

対抗措置の発動 

大規模買付ルールを遵守しない場合 

本プランに定めるルールを遵守しない 

大規模買付行為の開始 

取締役会による発動の判断 

大規模買付者から意向表明書の提出 意向表明書が提出されない 

必要情報が提出されない 大規模買付者から必要情報の提出 

評価期間満了前の買付 
・買収提案の評価、検討       
・代替案の立案 
・大規模買付者との交渉 

 

独立委員会 

原
則
不
発
動
の
判
断 

株主総会を開催する場合 
 

株主検討期間  
最長 60 日 

企業価値ひいて

は株主共同の利

益を著しく毀損

する場合 

発動の判断 

取締役会 

否決 

諮問 
勧告 

諮問 
勧告 

本プランの概要 大規模買付開始時のフロー 

 

（注）本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずし

も全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。 

必要情報の一部が提出できな

い合理的な説明がある場合 
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（別紙３） 

共同協調行為等の認定基準 

 

※ 認定は、認定の対象者（その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視すべき主体を

含む。以下「認定対象者」という。）について、下記の各項目の要素に加え、当社の特定の

株主との間での意思の連絡が「ない」ことを窺わせる直接・間接の事実の有無についても

勘案した上で、総合判断の方法により行われるべきものとする。 

※ 以下「当社の特定の株主」には、当該特定の株主の親会社および子会社、並びに当該特定

の株主、その親会社および子会社の役員および主要株主を含むものとする。 

 

1. 当社株式等を取得している時期が、当社の特定の株主による当社株式等の取得または重要

提案行為等の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか 

2. 取得した当社株式等の数量が相当程度の数量に達しているか 

3. 当社株式等の取得を開始した時期が、当該特定の株主による当社株式等の取得の開始、当

社に対する経営支配権の取得・重要提案行為をすること等の意向の表明など、当該特定の

株主による当社の買収に向けた行動が開始された時期に近接し、または本プランに係る議

題を目的事項に含む株主総会の基準日など、当該特定の株主の行動に関連するイベントと

近接しているか 

4. 市場における当社株式等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高に比して著し

く出来高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著しく急騰したりす

る時期）において、時期を同じくして当社株券等を取得しているなど、当該特定の株主に

よる当社株券等の取得の時期および態様（例えば、信用買い等を駆使しているかどうか）

の特徴との間に共通性がみられるか 

5. 当該特定の株主が株式等を取得している（または取得していた）他の上場会社の株式等を

取得していたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が当該特定の株主のそれと重な

り合っているか 

6. 上記 5.の重なり合う期間において、当該他の上場会社（当該特定の株主とともに認定対象

者が株主となっていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主

のそれに同調したものであったか。同調したものであったとした場合に、その株主権の種

類、内容、株主権行使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か 

7. 上記 5.記載の当該他の上場会社において、当該認定対象者および当該特定の株主（並びに

当該認定対象者以外の者で当該特定の株主と同調して議決権等の共益権の行使を行った株

主がいる場合には当該株主）による議決権等の共益権の行使の結果、取締役その他の役員

の選解任が行われた場合において、当該変更後の役員の在任期間中に当該他の上場会社に

おいて企業価値または株主価値の毀損のおそれ（例えば、重大な法令違反に該当する事象

の発生またはそのおそれのある事象の発生、上場廃止、特別注意銘柄への指定、破産その

他の法的倒産手続き、大規模な希釈化を伴う株式または新株予約権の発行）が生じている

か。生じているとして企業価値または株主価値の毀損のおそれはどの程度か 
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8. 当該特定の株主との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在している

または存在していたことがあるか 

9. 当該特定の株主との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関係など準じる

関係を含む。以下同じ。）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニティの中における

人的関係が存在しているまたは存在していたこと、並びに、一方が他方の従業員、組合員

その他構成員であるまたはあったことがあるなどの人的関係が存在するか 

10. 当社に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調したものであった

か。同調したものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権行使の結果等

に照らして、その同調の程度はどの程度か（なお、この 10.を唯一の根拠として「当該特定

の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共

同ないし協調して行動する関係」または「これらの者が実質的に支配しまたはこれらの者

と共同ないし協調して行動する者」と認定してはならないものとする。） 

11. 当社の事業や経営方針に関する言動等が当該特定の株主のそれと類似しているか。類似し

ている言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に照らして、その類

似の程度はどの程度か（なお、この 11.を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株

主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行

動する関係」または「これらの者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同ないし協調し

て行動する者」と認定してはならないものとする。） 

12. その代理人やアドバイザーが、当該特定の株主のそれと同じ事務所、法人、団体に属して

いる若しくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共同して遂行した

ことがあるおよび/または親族関係その他の人的関係があるなど、当該特定の株主との間に

おいて意思の連絡が容易となるような関係を有しているか（直接的なものであると間接的

なものであるとを問わない。） 

13. その他、当該特定の株主との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実はあ

るか 
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（別紙４） 

独立委員会規程の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。 

 

・ 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行

を行う経営陣から独立した社外取締役、社外監査役または社外有識者（実績のある会社経営

者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準ずる者）のいずれかに該

当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。 

 

・ 社外取締役または社外監査役である委員の任期は、その取締役または監査役としての任期と

同じとし、社外有識者である委員の任期は、選任のときから３年以内に終了する事業年度の

うち最終の事業年度の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時ま

でとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをしたときはこの限りではない。 

 

・ 独立委員会は、当社取締役会から諮問を受けた場合、以下の各号に記載される事項について

決定し、その決定の内容を、その理由および根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。 

① 買収に対抗するための新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が

認める対抗措置の発動または不発動の当否 

② 買収提案者との事後交渉に基づく新株予約権の無償取得、発行中止その他の対抗措

置の廃止の当否 

③ 前２号に準じる重要な事項その他当社取締役会が本プランに関して独立委員会に具

体的に勧告を求める事項 

 

・ 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナン

シャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を

得ることができるものとする。 

 

・ 独立委員会の決議は、過半数の委員が出席し、その過半数をもって行う。 

 

以 上 
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（別紙５） 

独立委員会委員の氏名、略歴 
 
本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の５名を予定しております。 
 
中村 直人（なかむら なおと） 
略  歴 

1985 年  4 月 弁護士登録森綜合法律事務所(現 森･濱田松本法律事務所)入所 
1998 年  4 月 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー弁護士 
2003 年  2 月 中村直人法律事務所（現中村・角田・松本法律事務所）パートナー弁護士 
2003 年  3 月 アサヒビール株式会社監査役（非常勤） 
2004 年 6 月  エーザイ株式会社取締役（非常勤） 
2006 年  6 月 三井物産株式会社監査役（非常勤） 
2011 年  6 月 株式会社リクルートホールディングス監査役（非常勤） 
2023 年 4 月  中村法律事務所開設＜現在に至る＞ 
2025 年 6 月  JFE ホールディングス株式会社取締役（監査等委員／非常勤）＜現在に至る＞ 
 
 
藤本 聡（ふじもと さとし） 
略  歴 

1980 年  4 月 株式会社富士銀行入行 
2002 年  4 月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長 
2004 年 5 月  同行企業第一部長兼企業第三部長 
2008 年  4 月 同行執行役員営業第二部長 
2010 年  4 月 同行常務執行役員営業担当役員 
2012 年  3 月 東京建物株式会社常務取締役 
2013 年  6 月 シャープ株式会社取締役常務執行役員 
2015 年  6 月 芙蓉オートリース株式会社監査役（非常勤） 
2015 年  8 月 ファーストコーポレーション株式会社取締役（非常勤）＜現在に至る＞ 
2017 年  6 月 安田倉庫株式会社監査役（非常勤）＜現在に至る＞ 
2017 年  6 月 当社監査役（非常勤） 
2022 年  6 月  当社取締役（非常勤）＜現在に至る＞ 
 ※藤本 聡氏は会社法第 2条第 15 号に規定される社外取締役です。 
 
 
金井 直美（かない なおみ） 
略  歴 

2000 年  4 月 大和証券株式会社入社 
2002 年  1 月 オリックス株式会社入社 
2007 年  2 月 グラッドストーン株式会社取締役 
2010 年  5 月 One Equity Partners  Advisor 
2018 年  4 月 アルク・ジャパン株式会社取締役 
2022 年 10 月  グラッドストーン株式会社代表取締役＜現在に至る＞ 
2025 年 7 月  ペロブスカイトシステムズ株式会社顧問＜現在に至る＞ 
 ※金井直美氏は2026年 6月 30日までに開催予定の第105回定時株主総会の会社法第2条第15
号に規定される社外取締役候補者であり、選任後、就任する予定であります。 
 
 
日向 研（ひゅうが けん）  
略  歴 

1982 年  4 月    安田信託銀行株式会社入行 
2009 年  4 月    みずほ信託銀行株式会社営業店業務部長 
2010 年  4 月    同行執行役員大阪支店長 
2012 年 4 月    同行常務執行役員 
2014 年  4 月    みずほトラストオペレーションズ株式会社取締役社長 
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2014 年  6 月    株式会社インフォメーションディベロプメント監査役（非常勤） 
2016 年  6 月    日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長 
2020 年  4 月    中央大学大学院戦略経営研究科 2020 年度客員教授 
2020 年  6 月    日本株主データサービス株式会社代表取締役社長 
2022 年 6 月  当社監査役（非常勤）＜現在に至る＞ 
  ※日向 研氏は会社法第 2条第 16 号に規定される社外監査役です。 
 
 
小川 直樹（おがわ なおき） 

略  歴 
2010 年 12 月  弁護士登録、日比谷パーク法律事務所入所 
2016 年  8 月 Entrust Energy, Inc.（米国テキサス州）カウンセル 
2017 年  6 月  ニューヨーク州弁護士登録 
2017 年  7 月  日比谷パーク法律事務所復帰 
2020 年  1 月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士＜現在に至る＞ 
2023 年 6 月  当社監査役（非常勤）＜現在に至る＞ 
 ※小川 直樹氏は会社法第 2条第 16号に規定される社外監査役です。 

 

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。 

なお、社外取締役藤本聡氏、社外監査役日向研氏および小川直樹氏は、当社が上場する金融商品
取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、金井直美氏が社外取締役に就任した場
合は、独立役員として届け出る予定であります。 
                                         

 
以 上 
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（別紙６） 

新株予約権無償割当ての概要 

 

１．新株予約権無償割当ての対象となる株主およびその割当方法 

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有

する当社普通株式（ただし、同時点において当社の所有する当社普通株式を除く。）１株につき

１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割り当てる。 

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的とな

る株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整

を行うものとする。 

 

３．株主に割り当てる新株予約権の総数 

当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済

株式総数（ただし、同時点において当社の所有する当社普通株式を除く。）を減じた数を上限と

する。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

 

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円以上で当社取締役

会が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、

行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に

当社普通株式を交付することがある。 

 

５．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

６．新株予約権の行使条件 

議決権割合が 20％以上の大規模買付者を含む特定株主グループに属する者（ただし、あらか

じめ当社取締役会が同意した者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細につい

ては、当社取締役会において別途定めるものとする。ただし、新株予約権の行使が認められな

い者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付しない。 

 

７．新株予約権の行使期間等 

新株予約権の無償割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項につ

いては、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６.の行使条

件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新

株予約権１個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる

旨や当社が当社普通株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することができる旨

の条項を定めることがある。 
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以 上 

  


